
１．特例の対象

５００万円以上の交付金等を受けて森林組合、森林組合連合会、中小企業協同組合（事業協同小組合

国の補助金又は交付金の交付を受けて共同利用に供する機械・装
置を取得した場合の課税標準の特例《固定資産税》

５００万円以上の交付金等を受けて森林組合、森林組合連合会、中小企業協同組合（事業協同小組合
及び企業組合を除く）、協業組合が取得した共同利用に供する機械及び装置のうち、１台又は１基の取得
価額が３３０万円以上のもの

交付金等を受けて森林組合等が取得した共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標
準は、価格の１／２となります。

２．特例の内容

３．特例の効果

課税標準＝価格×１／２

注：本特例は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から、３年度分に限られます。

例） ２千万円の共同利用に供する機械を取得、耐用年数５年（減価率０.３６９、税率1.4％）

＜特例の適用を受けない場合＞

１年目の税額 ２,０００万円×（１－０.３６９／２）×１.４％＝２２.８万円

２年目の税額 １ ６３１万円（１年目の評価額）×（１ ０ ３６９）×１ ４％ １４ ４万円２年目の税額 １,６３１万円（１年目の評価額）×（１－０.３６９）×１.４％＝１４.４万円

３年目の税額 １,０２９万円（２年目の評価額）×（１－０.３６９）×１.４％＝９.1万円

３年度分の合計 ４６．３万円

＜特例の適用を受けた場合＞

１年目の税額 ２ ０００万円×（１ ０ ３６９／２）×１／２×１ ４％＝１１ ４万円１年目の税額 ２,０００万円×（１－０.３６９／２）×１／２×１.４％＝１１．４万円

２年目の税額 １,６３１万円（１年目の評価額）×（１－０.３６９）×１／２×１.４％＝７．2万円

３年目の税額 １,０２９万円（２年目の評価額）×（１－０.３６９）×１／２×１.４％＝４．５万円

３年度分の合計 ２３．１万円

３年間で約２３万円（＝４６．３万円－２３．１万円）の効果

お問い合わせ先 林野庁経営課構造改善班、整備課間伐推進班
（代表）０３-３５０２-８１１１（内線）６０８４[経営課]、６１７８[整備課]
（直通） ０３-３５０２-８０５５[経営課]、 ０３-３５９１-５８９３[整備課]


